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令和５年第３回東浦町議会定例会議案等概要 

        （予算関係議案を除く。） 

 

第１ 同  意 

   教育委員会委員の任命について（同意第 18号） 

   次の者を教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

草
くさ

 野
の

 由美子
ゆ み こ

（新任） 

東浦町大字石浜 昭和48年生 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 報  告（専決処分） 

   損害賠償の額の決定及び和解について 

   地方自治法第180条第１項の規定により議会において指定されている事項について、

専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

１ 農業用道路の樹木の管理瑕疵による物損事故（報告第９号） 

概       要 町の損害賠償額 

令和５年６月３日（土）午後１時頃、農道緒川６号線の老朽化し

た樹木が倒れ、相手方が所有する土地に設置されていたウッドデッ

キが損傷した。 

15,400円 

（過失割合100％） 

 

２ 農業用道路の樹木の管理瑕疵による物損事故（報告第10号） 

概       要 町の損害賠償額 

令和５年６月３日（土）午後１時頃、農道緒川６号線の老朽化し

た樹木が倒れ、相手方が所有する土地に設置されていた外構フェン

スが破損した。 

123,200円 

（過失割合100％） 
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３ 於大公園の樹木の管理瑕疵による物損事故（報告第11号） 

概       要 町の損害賠償額 

令和５年４月30日（日）午後１時頃、於大公園駐車場において、

樹木の老朽化した枝が、駐車してあった相手方の車両に落下し、当

該車両のボンネットが損傷した。 

81,840円 

（過失割合100％） 

 

４ 草刈作業時の過失による物損事故（報告第12号） 

概       要 町の損害賠償額 

令和５年４月18日（火）午後３時頃、片葩小学校敷地内において、

職員が肩掛式草刈機により草を刈っていた際、駐車してあった相手

方の車両に当該草刈機により飛ばされた石が当たり、当該車両の左

側後方のドア等が損傷した。 

308,100円 

（過失割合100％） 

 

 

 

第３ 報  告（その他） 

   令和４年度東浦町健全化判断比率及び資金不足比率について（報告第13号） 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により健全化判断比

率を、同法第22条第１項の規定により資金不足比率を、それぞれ監査委員の意見を付

けて議会に報告する。 

   

１ 健全化判断比率（単位：％） 

指標名 比率 早期健全化基準 財政再生基準 

実 質 赤 字 比 率 －（△5.15） 13.21 20.00 

連結実質赤字比率 －（△19.11） 18.21 30.00 

実質公債費比率 △0.1 25.0 35.0 

将 来 負 担 比 率 －（△59.5） 350.0  

  注 （ ）内に参考としてその値を併記しています。 

 

２ 資金不足比率（単位：％） 

会計名 比率 経営健全化基準 

東浦町水道事業会計 － 
20.0 

東浦町下水道事業会計 － 

注 比率の「－」は、資金不足額がなく資金剰余額がある場合 
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第４ 議  案：条例（一部改正） 

   東浦町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正について（議案第29号） 

   子ども医療費の支給に関する事務等で個人番号を利用する。 

   施行日：公布の日 

 

（１）個人番号を利用する事務を次のとおり定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機関 事務 

町長 

子ども医療費の支給に関する事務 

障害者医療費の支給に関する事務 

母子家庭等医療費の支給に関する事務 

精神障害者医療費の支給に関する事務 

後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務 

不妊治療費の助成に関する事務 

妊婦医療費の助成に関する事務 
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（２）庁内連携する特定個人情報を次のとおり定める。 

 

 

 

機関 事務 特定個人情報 

町長 

子ども医療費の支給に関する事務 国民健康保険関係情報 

障害者医療費の支給に関する事務 
国民健康保険関係情報 

後期高齢者医療関係情報 

母子家庭等医療費の支給に関する事務 

国民健康保険関係情報 

後期高齢者医療関係情報 

地方税関係情報 

精神障害者医療費の支給に関する事務 
国民健康保険関係情報 

後期高齢者医療関係情報 

後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務 
後期高齢者医療関係情報 

地方税関係情報 

不妊治療費の助成に関する事務 
国民健康保険関係情報 

後期高齢者医療関係情報 

妊婦医療費の助成に関する事務 
国民健康保険関係情報 

後期高齢者医療関係情報 


